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「負の遺産」を処分　～今年で３回目～

「一日一拾い」～ある現場代理人の感想～
　国道10号の工事に携わる者として、毎日の通勤で通行に支障のある倒木、ゴミ等は退けたり拾っ
た記憶はありますが、路肩のゴミは気づいて居りながら拾った記憶はなく、居た堪れない気持ちに
なりました。道路清掃の前に比べ、これほどきれいになるのかと運転していて気持ちが良いです。
本日まで新たなゴミも見当たりません。心無い誰かが1つゴミ を捨てることで、次々に捨てられる
のだと思われます。今後は毎日の通勤の中 で、最初の1つのゴミを見逃さず拾おうと思っておりま
す。まずは代理人より始め、「一日一拾い」当現場作業員全員でのゴミ拾い運動に発展していきた
いと思います。
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　国道１０号の宇目付近（大分県と宮崎県の県境）は、自然な森林が残されており、走るだ
けでもマイナスイオンをたっぷりと浴びることができます。
　ところが残念なことに多くのゴミや電化製品などが捨てられる場所にもなっています。そ
こで１０月２２日、当出張所の職員や工事の現場代理人を含め５５人が参加し、「負の遺
産」であるゴミを拾いました。わずか２時間程度の作業でしたが４ｔトラック４台分のゴミ
を集めることができました。恒例になった「宇目のゴミ拾い」も今年で３年目。おかげさま
で随分とゴミが減りました。
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